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【２】【マドプロ】【商標の国際出願】マドリッド協定議定書個別手数料一覧表  
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【６】【知的財産ミニ勉強会（Web）】経済安全保障と営業秘密管理 ～大切な 

  技術や情報、盗まれていませんか？～（INPIT 広島県知財総合支援窓口） 

【７】「特許情報活用講座」の受講者募集について（(公財)やまぐち産業振興 

  財団） 

■…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━■  

【８】【知財コラム】 パテントＧＯ！ 

  「ブラボー！ Unexpected Results」 

   日本弁理士会中国会  弁理士 中務 茂樹 

■…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━■  

【９】■再掲情報■ 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  

２．内 容 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  

【１】【PCT】【特許の国際出願】国際出願関係手数料改定のお知らせ（特許庁）  

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  

2023 年 1 月 1 日から、国際出願関係手数料が以下のとおり改定されます。  

2023 年 1 月以降に本手数料の納付をする場合は、手数料の額及び適用関係に御 

注意をお願いします。 

 

▽詳細は以下のウェブサイトを参照ください。▽ 

https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/pct_tesuukaitei.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  

【２】【マドプロ】【商標の国際出願】マドリッド協定議定書個別手数料一覧表  

  を更新しました（特許庁） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  

マドリッド協定議定書個別手数料一覧表を更新しました。 

 

▽詳細は以下のウェブサイトを参照ください。▽ 

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/tesuryo/document/index/fees.pdf 



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  

【３】外国出願「審査請求」費用の助成 公募期間延長について（JETRO） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  

海外で特許の権利化を進めるにあたり、出願後に審査を開始するための「審査  

請求」が必要な国・地域があります。特許庁では、外国特許庁へ「審査請求」  

を予定している中小企業者等に対し、日本貿易振興機構（ジェトロ）を通じて、  

外国特許庁での審査請求に要する費用の 1/2 を助成します。 

 

【公募期間】8/29(月)～12/16(金) 17:00 厳守 

 

▽詳細は以下のウェブサイトを参照ください。▽ 

https://www.jetro.go.jp/services/ip_service_overseas_prosecution_1.html 

■…━…━…━…━…━…━…━イベント情報━…━…━…━…━…━…━…■  

イベント情報については、以下の中国地域知的財産戦略本部 HP のイベントカレ 

ンダーを随時更新しておりますので、こちらもご活用ください。  

  

▽中国地域知的財産戦略本部 HP イベントカレンダー▽ 

https://www.chugoku.meti.go.jp/chizai/event/index.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【４】知財マネジメントセミナー『リアルな最新事例で学ぶ！強い経営・次の  

  一手』（オンライン開催）のご案内（INPIT） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  

INPIT では、企業の事業戦略の立案と知財マネジメントについて実践的な理解  

を深めるために、中小企業やスタートアップの成功・失敗事例を基にしたケース  

スタディ研修教材を制作しました。 

この度、このケーススタディ研修教材を用いたセミナーをオンライン形式で開催  

いたします。参加費は無料です。ご興味のある方は是非ご参加ください。  

 

【第 1 回】2022/12/23（金） 

午前の部：10:00～13:00 戦略的活用編 

午後の部：14:00～17:00 トラブル対応編 

 

【第 2 回】2023/1/13（金） 

午前の部：10:00～13:00 サステナブル経営編 

午後の部：14:00～17:00 Next IP 編 

 

【第 3 回】2023/2/3（金） 

午前の部：10:00～13:00 マーケティングミックス編 

午後の部：14:00～17:00 海外事業展開編 

 

【定員】各回 50 名 

 



※午前のみ、もしくは午後のみご参加も可能です。 

※全プログラムを受講いただいた方には修了証を進呈します。  

 

▽詳細は以下のウェブサイトを参照ください。▽ 

https://www.ipms-seminar.inpit.go.jp/ 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  

【５】特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）講習会（INPIT） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  

INPIT（インピット）では、特許情報の活用を促進することを目的に、特許情報  

プラットフォーム（J-PlatPat）の利用方法に関する講習会を開催しています。 

12 月は「対面」形式での開催となります！（オンラインではありません）  

受講料は無料ですので、奮ってご参加ください。 

 

【日 時】 

 ・12/15(木) 13:30～15:00「意匠」 

 ・12/16(金) 10:00～11:45「特実」 

 ・12/16(金) 13:30～15:00「商標」 

【定 員】各回 50 名 

【場 所】INPIT 虎の門分室 

     東京都千代田区霞が関 3-8-1 虎の門三井ビルディング 7 階 

【受講料】無料 

 

▽詳細は以下のウェブサイトを参照ください。▽ 

https://www.inpit.go.jp/j-platpat_info/lecture/index.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  

【６】【知的財産ミニ勉強会（Web）】経済安全保障と営業秘密管理 ～大切な 

  技術や情報、盗まれていませんか？～（INPIT 広島県知財総合支援窓口） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  

今日の国際社会において、経済分野を含む様々な領域で各国間の対立が激しさを  

増しており、日本においても経済安全保障の観点から技術流出等に対する懸念が  

高まっています。企業の皆様が保有する技術、データ、製品なども外国の標的と  

なる可能性があり、これらが流出した場合、日本の技術の優位性が損なわれる恐  

れがあります。本セミナーでは、前半部分に経済安全保障の最新動向や技術流出  

のリスク等についてわかりやすくお伝えし、後半部分では企業に求められる営業  

秘密管理の重要性と企業が取るべき具体的な対策について、事例をもとにわかり  

やすく説明いたします。 

 

【日  時】2023/1/13(金) 14:00～16:00 

【開催方法】オンライン（Zoom ウェビナーによるライブ配信） 

【参 加 費】無料 

 

▽詳細は以下のウェブサイトを参照ください。▽ 



https://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/hiroshima/news/cat2/web113_1.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  

【７】「特許情報活用講座」の受講者募集について（(公財)やまぐち産業振興 

  財団） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  

公益財団法人やまぐち産業振興財団では、特許情報プラットフォーム（J-PlatPat） 

を利用した特許・実用新案・意匠・商標の検索方法について、実際に 1 人 1 台の 

パソコンを使いながら実習する講座を開催します。 

ものづくり企業の知財担当者や小売企業のマーケティングの担当者の方に最適な  

講座です。ぜひご参加ください。 

 

【日 時】12/22(木) 10:00～15:00【募集期間】12/15(木)まで 

【会 場】やまぐち創業応援スペース「mirai365」（山口市米屋町 2-7） 

【定 員】10 名（先着順） 

【受講料】無料 

 

▽詳細は以下のウェブサイトを参照ください。▽ 

https://yipf.or.jp/event/r4_patent-info/?e=contents 

■…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━■  

【８】【知財コラム】 パテントＧＯ！ 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  

*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・* 

企業や個人の皆様が「知的財産」に対する興味・関心を持つとともに、知識を深 

めるきっかけにしていただくことを目的に、「知的財産」に関するコラムの連載を  

しています。最前線でご活躍される弁理士の方々によるホットな情報をお届けし  

ていますので、お楽しみください。 

（日本弁理士会 中国会にご協力いただき、月２回程度配信予定です。）  

*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・* 

■□■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓  

□■□「ブラボー！ Unexpected Results」        ┃ 

■□－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－┃  

┃ 日本弁理士会中国会  弁理士 中務 茂樹      ┃ 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛  

 12 月 2 日の明け方に「日本、逆転した！」の声で妻に起こされました。一番  

おいしいところは見られませんでしたが、その後のスペイン戦を楽しむことが  

できました。 

 さて、特許出願の審査では「進歩性」が要求され、公知の発明に基づいて容易  

に発明できるようなものは特許されません。 

 進歩性の判断手法については、特許庁の「特許・実用新案審査基準」に詳細に 

説明されていますが、その判断に影響を与える要素として「有利な効果」という  

ものがあります。引用発明と比較した有利な効果が「技術水準から予測される範  

囲を超えた顕著な効果」であった場合には、進歩性を肯定する有利な事情として  



参酌されることになっているのです。 

 私の専門は化学なのですが、機械や電気などの技術分野とは異なり、化学は効  

果の予測が困難な技術分野です。そのため、それほど特別な組み合わせでなくて  

も、実験データを示しながら「混ぜてみたら驚くべき顕著な効果が得られた」こ  

とをうまく説明できれば、特許されます。したがって、特許出願する際には提供  

された実験データを眺めながら「顕著な効果」を掘り出そうと、顧客とあれこれ  

議論します。 

 このように、日本の審査では「顕著な効果」という言い方をしますが、米国の  

審査では「Unexpected Results（予想外の結果）」と言います。一般に、日本に 

比べて米国では進歩性の判断時に効果を参酌しない傾向にあるので、米国の審査  

では苦労することも多いのですが、ドイツに勝って、コスタリカに負けて、スペ 

インに勝ったのですから、絶対「Unexpected Results」と認められるだろうな、 

などと思いました。 

 この原稿を書いているのはクロアチア戦直後なのですが、クロアチアと大接戦  

したのはもはや「Unexpected Results」ではなさそうです。2026 年に開催される 

次回のワールドカップでは、日本代表のさらなる「Unexpected Results」に対し、 

大声で「ブラボー！」と叫びたいものです。 

■…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━■  

【９】■再掲情報■ 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  

ブランド戦略と知財活用で企業力をアップ！「つながる特許庁 in 広島」の開催 

（特許庁、中国経済産業局） 

 

▽詳細は以下のウェブサイトを参照ください。▽ 

https://tsunagaru-jpo2022.go.jp/hiroshima/ 

┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏  

 本メールサービスの内容等に対するお問合せ、ご意見、ご要望、また本メール 

 サービスの配信の希望、中止及び配信先の変更等はこちらへお願いします。  

 

 中国地域知的財産戦略本部事務局 

 経済産業省 中国経済産業局 地域経済部 産業技術連携課 知的財産室 

 住 所：〒７３０－８５３１ 広島市中区上八丁堀６番３０号 

 TEL：（０８２）２２４－５６８０  

 E-mail: cgk-tokkyo アットマーク meti.go.jp 

         (お願い)上記「アットマーク」を「@」に変更してください。 

 ＵＲＬ：https://www.chugoku.meti.go.jp/chizai/mail_mz/index.html 
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